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麦・大豆国産化プラン
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別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

【現状と課題】
・近年、作付面積は大豆についてはほぼ横這いで推移している。
・大豆については長期的に収量が低い傾向となっており、生産性の向上に取り組む必要がある。この原因としては、排水不良や長雨による作業の
遅れが単収低下の大きな要因と考えられ、徹底した排水対策の実施が課題となっている。また、転作率の増大に伴う地力低下も要因と考えられ、
収量を向上させるため、地力の回復を図るとともに、施肥や土壌改良資材の施用による収量向上技術の確立が課題となっている。
・さらには、近年担い手への農地の集約が急速に進み、１農家あたりの栽培面積が拡大することにより、適期作業の逸失等が起こり、単収低下を
引き起こしている。特に適期播種や適期防除の実施が困難となっており、作期分散を図るため「フクユタカ」よりも早い時期に播種が可能な品種の
導入やスマート農機の導入による適期防除、作付の団地化等の推進が必要である。また、収穫時期が遅れてしまうことによる収量の減少も見受
けられるため、適切な能力の収穫機械の導入も必要である。

【取組方針】
①大豆の収量向上に向けた取り組み
大豆については、麦・大豆一環体系の中で排水対策を進めるとともに、長雨や台風等のリスクを緩和するために、「フクユタカ」に加え、作期分散
を目的とした「サチユタカＡ１号」等「フクユタカ」よりも早生の品種導入に向けた検討を進める。
また、ドローンなどのスマート農機を活用することにより適期防除を推進し、近年問題となっている病害虫被害の軽減を図る。
適期収穫が可能となるよう、担い手の作業規模・作業時期に応じた収穫機の導入を進める。
②土づくり
土壌に起因する低収要因の改善に向けて、大豆の低収が課題となっているほ場の土壌診断と、その結果に基づく施肥等の土づくりに向けた取
組を実施する。
③団地化に向けた取り組み
人・農地プランや水田収益力強化ビジョン、農業振興地域整備計画、農業経営基盤強化促進基本構想などによる農地の集積の推進と連携しつ
つ、大豆の団地化に向けた話し合いを実施し、土壌・排水条件・作業の効率化等に配慮し、産地を中心に団地化に向けた取組を進める。



２．産地と実需者との連携方針

・生産のほぼ全量を占める「フクユタカ」は、県内を中心に主に豆腐や味噌・醤油、納豆用として、県内に約3割、県外実需へ約7割販売されている
が、作柄が不安定であり、安定供給が達成できていない。実需からの要望を生産量が満たしていないため、増産を図る必要がある。また、長雨に
よる播種遅れの対応策として、早生品種の導入による作期分散を検討しているが、品種導入については県産大豆振興対策会議内で栽培評価と
加工評価も並行して行い、実需者と連携しながら導入を検討する。なお、実需から雑草種子・異物の混入に対する改善も求めてられており、選別
精度の向上対策を進める。

実需者取扱数量目標（単位：ｔ） 産地（津南地域）の生産量目標

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

フクユタカ

令和3年度 令和7年度

実需者 1,480 2,600

令和３年度 令和７年産 備考

作付面積（ha） 190 200 現状値は畑作物直接支払交付金の作付面積

単収（kg/10a） 75 120
現状値は農林水産関係市町村別統計の津市の値
目標値は水田収益力ビジョンの目標値

生産量（t） 142 240 作付面積×単収で算出



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

・ 大 豆 の 生 産 振 興
・推進計画のとりまとめ
・支援事業の構築、推進

・技術の取集、普及、指導
・支援事業の構築、推進

・販売、流通、集荷体制の構築および調整
・支援事業の構築、推進

・各 J Aとの連携 、支援
・支援事業の構築、推進

・技術の取集、指導、構築
・支援事業の構築、推進

・農地集積・集約の推進
・人 ・農地プランの推進

・基盤整備事業の情報提供
・ 基盤整備事業の実施

推進のための組織

①大豆振興対策会議（振興に向けた協議）
JA全農みえ、実需者、三重県米麦協会、JA三重中央会、三重県

大豆実需者

JA全農みえ
(生産者団体)

県 農 産 園 芸 課
(水田農業関係部局)

県中央農業改良
普 及 セ ン タ ー
(技術指導担当部局 )

県 農 業 研 究 所
（新技術実証試験担当部局）

J A三重中央会
（生産者団体）

県担い手支援課
（農地集積、人・農
地プラン担当部局）

県農業基盤整備課
（基盤整備担当部局）

・麦・大豆の集荷
・支援事業の構築、推進
・栽培指導

JAみえなか
(生産者団体)

・ 大 豆 の 生 産 振 興
・ 支 援 事 業 の 推 進
・農地集積・集約の推進
・ 地 域 計 画 の 推 進

津 市 農 林 水 産 部
農 林 水 産 政 策 課
(水田農業関係、農地集
積、地域計画担当部局)

・ 大 豆 の 生 産 振 興
・ 支 援 事 業 の 推 進
・農地集積・集約の推進
・ 地 域 計 画 の 推 進

県津農林水産事務所
農 政 室
(水田農業関係、農地集
積、地域計画担当部局)

・ 大 豆 の 生 産 振 興
・ 支 援 事 業 の 推 進
・農地集積・集約の推進
・ 地 域 計 画 の 推 進

津市（津南地域）各
総合支所地域振興課
(水田農業関係、農地集
積、地域計画担当部局)

県津農林水産事務所
津地域農業改良普及
セ ン タ ー
(生産技術・経営指導
担 当 部 局 )

・ 栽 培 技 術 指 導
・ 経 営 改 善 指 導

推進のための組織

津南地域農業再生協議会（生産振興、農地の利用集積、耕作放棄地対
策、担い手の育成・確保に向けた協議）

農業者、JAみえなか、津市（久居総合支所、一志総合支所、白山総
合支所、美杉総合支所、香良洲総合支所）、津市農業委員会、三重
県農業共済組合、三重県土地改良事業団体連合会、三重県津農津
水産事務所

取組の中心となる農業者 １事業者


